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議案第２０号  
宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則の一部改正  

宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに制定する。  
  令和７年６月２０日提出  

宇都宮市教育委員会  
教育長 小堀 茂雄  

 

宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則  
宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則（昭和５８年教育委員会規則第

７号）の一部を次のように改正する。  
別図を次のように改める 
「  
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附 則  
 この規則は，令和７年７月１日から施行する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（提案の理由）  
市内の一部地域の住宅地開発等に伴い，規則の改正を行うものであります。  
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議案第２０号 

参 考 資 料 

岡本西小/河内中 

岡本北小/古里中

開発区域 

岡本小/河内中 

学区線（変更後） 

学区線（変更前） 
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議案第２１号 
「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」について 

本市の休日の部活動の地域展開に当たり，「宇都宮市休日の部活動の地域展開

方針」について，次のように決定する。 
令和７年６月２０日提出 

 
宇都宮市教育委員会    

教育長 小堀 茂雄   
 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（提案の理由） 
 本市の休日の部活動の地域展開に向け，基本的な考え方や今後の取組につい

ての方針を決定しようとするものです。 
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宇都宮市休日の部活動の地域展開方針（案）について 

 

◎ 趣旨 

「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」（案）について審議するもの 
 
１ 方針の名称について 

・ 令和７年５月の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」 

   において，「学校内の人的・物的資源によって運営されてきた活動を広く地域に

開き，地域全体で支えていく」という意味を込めて，「地域移行」という名称を「地

域展開」に変更すると示された。 

・ また，「宇都宮市部活動地域連携・移行推進協議会」において，地域の理解を

得ながら活動を推進するためには「地域展開」への名称変更が望ましいとの意見

をいただいたことから，本方針の名称は「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」

とする。 

 

２ 「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」（案）について 

（１）策定の目的 

・ 少子化が進む中で，子どもたちが文化・スポーツに生涯にわたり親しむきっ

かけとなるよう，「楽しさ」や「喜び」を感じることができる豊かで幅広い活動機会

を，学校を含めた地域全体で確保するため，各校が休日の部活動の地域展開

を着実に進めることができるよう，本方針を策定する。 

 
（２）方針の位置付け 

・ 本方針は，国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する

総合的なガイドライン」及び「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関す

る実行会議 最終とりまとめ」，栃木県の「とちぎ部活動移行プラン」を参酌した計

画とする。 

・  「宇都宮市学校健康教育推進計画」や「第２次宇都宮市スポーツ推進計画」・

「第２次宇都宮市文化振興基本計画」などの関連計画との連携を図る。 
 
（３）方針期間 

・ 令和７年度から令和９年度までの３年間 
 
３ 策定の経過 

     令和６年５月～ 庁内会議 

     令和６年７月～ 宇都宮市部活動地域連携・移行推進協議会（４回） 

         

４ 方針の内容・特徴 

 ⑴ 内 容 

・ 「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」（素案）概要版 資料 

・ 「宇都宮市休日の部活動の地域展開方針」（素案）本編   別冊 

 

 

議案第２１号 
別    紙 
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⑵ 特 徴 

 

「学校や地域の実情に応じた地域クラブ活動への転換」 

   ・  休日の部活動の地域展開については，令和７年度から令和９年度までの３

年間を「実践検証期間」とし，学校や地域の実情に応じて見直しを図りながら，

令和１０年度以降，本格実施を目指す。 

   ・  休日の部活動を受け入れる地域団体を支援する「地域クラブ活動育成事業」

を実施することにより，他市町で類似事例が無い「単独校」又は「複数校」での

運営主体の設立・運営方式を宇都宮市の独自モデルとして確立し，地域展開

を目指す。 

 

５ 今後のスケジュール 

 令和７年 ６月  教育委員会にて審議 ➡ 公表 
     １０月  宇都宮市部活動地域連携・移行推進協議会にて意見 

交換・進捗管理 
 令和８年 ３月  教育委員会において部活動地域展開の進捗状況報告 
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宇都宮市休日の部活動の地域展開方針（案） 

【国】 

〇「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドライン」（令和４年１２月） 

・ 地域クラブ活動は，学校の教育課程外の活動とし

て，社会教育法上の「社会教育」の一環として捉え

ることができ，また，スポーツ基本法や文化芸術基

本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付け

られる。 
〇「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関す

る実行会議」最終とりまとめ   （令和７年５月） 

・ 休日については，次期改革期間（令和８年度～令

和１３年度）において，原則，全ての学校部活動に

おいて地域展開の実現を目指す。 
・ 学校内の人的・物的資源によって運営されてきた

活動を広く地域に開き，地域全体で支えていくとい

う意味を込めて，「地域移行」という名称を「地域

展開」に変更する。 

現状と課題 

【方針の位置付け】 

・ 本基本方針は，スポーツ庁・文化庁による「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」，地

域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議による「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最

終とりまとめ及び栃木県教育委員会による「とちぎ部活動移行プラン」を参酌した方針とする。 
・ 「宇都宮市学校健康教育推進計画」や「第２次宇都宮市スポーツ推進計画」・「第２次宇都宮市文化振興基本計画」などの関連計画

との連携を図る。 

【方針策定の目的】 

本市は，少子化が進む中で，「子どもたちが文化・スポーツに生涯

にわたり親しむきっかけとなるよう，『楽しさ』や『喜び』を感じる

ことができる豊かで幅広い活動機会を，学校を含めた地域全体で確

保する」ために，各校が休日の部活動について地域展開を着実に推

進し，地域クラブ活動への転換を図れるよう方針を策定する。 

【方針の対象】 

 宇都宮市立中学校の休日の部活動 

【方針期間】 

２０２５（令和７）年度から２０２７（令

和９）年度までの３年間 

 

【地域展開に当たっての課題】 

《運営主体の整備・確保》 

●地域クラブの受皿の不足 
●学校や地域の状況に応じた

受皿作りが必要 
《指導者の確保》 

●地域クラブの指導者の不足 
●競技・種目により指導者確保

が困難 
●指導に係る報酬 
●地域展開後の教職員の関わ

り方 

《活動場所の確保》 

●学校施設を部活動と同様に

使用できるよう調整が必要 
●活動場所の施設開錠管理の

仕組みの構築 

《移動手段の確保》 

●活動場所までの移動（自転

車・公共交通機関・地域内交

通・保護者送迎等） 
《経済的支援が必要な生徒に

対する支援や保護者負担》 

●活動費に係る保護者負担の

増 
●生活保護受給世帯とそれに

準ずる程度に困窮している

世帯への支援や費用の補助

の検討 
《資金の確保》 

●運営主体の整備・確保のた

め，運営事務に係る人件費や

什器費用等の資金が必要 
●指導者確保のため，指導者謝

金の資金が必要 

【県】 

〇「とちぎ部活動移行プラン」（令和５年３月） 

・ 令和７(2025)年度までに，全ての公立中学校の休

日の部活動を 1つ以上，地域クラブ活動にすること

を目指す。 

基本的な考え方 

（１）本市の目指す方向性 
子どもたちが文化・スポーツに生涯にわたり親しむきっかけとなるよう，「楽しさ」や「喜び」を感じる

ことができる豊かで幅広い活動機会を，学校を含めた地域全体で確保することを目指す。 

（３）休日の部活動の地域展開の進め方 
地域クラブ活動は，学校外の活動ではあるものの，子どもたちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に親

しむ機会を確保し，学校を含めた地域全体で子どもたちの望ましい成長を支えるものであり，そのため，
学校と地域クラブが連携して取り組む。 
本市は，学校や地域の実情などを踏まえ，少子化に対応した仕組みとなるよう，単独校又は複数校での

運営主体の設立・運営方式を宇都宮市の独自モデルとして確立するため，「地域クラブ活動育成事業」を新
たに実践・検証する。 
「実践検証期間」中に，運営主体の設立が完了または地域クラブへの展開見通しの立った部活動につい

ては，先行的に移行する。 

【本市】 

《生徒数・部活動加入率の推移》 

・生徒数は，令和５年度の１２，９２４名から令和２

０年度には８，４８８人になることが予想される。 

・部活動加入率は１０年間で５．８％減少し，特に，

運動部の加入率が６．２％減少している。 

《生徒・保護者・教職員の意識の現状》 

・部活動に生徒は「友達と楽しく活動するため」保護

者は「社会性や協調性の育成」を求めているが，教

職員は「帰宅時間が遅くなる」など負担に感じてい

る。 

《指導者の確保に係る現状》 

・部活動において指導者が不足しており，県の人材バ

ンクにおいても，宇都宮市で指導できる指導者の登

録数が少ない。 

《学校・地域の現状（学校ヒアリングから）》 

・市内に３４２の部活動があり，学校・種目・地域に

より実情が大きく異なる。 

・学校は「総合型地域スポーツクラブ」などを運営主

体として想定しているが，受皿が不足している。 

（２）目標年次 
県のプランを踏まえ，休日の部活動については，令和７年度末までに，全ての公立中学校において１つ以

上，地域クラブ活動にすることを目指す。   
令和７年度から令和９年度までの３年間を「実践検証期間」とし，実践・検証を行いながら，必要に応じ

て見直しを図り，令和１０年度以降，本格実施する。 

方針の概要 

地域クラブ活動育成事業 

指導者確保に向けた取組 

各主体の役割分担 

推進体制 

（１）運営主体の類型と主体への運営費・指導者への支援 
ア 運営主体の類型 
  （ア）PTA 等関連組織で受皿組織を作る 
  （イ）複数校で受皿組織を作る 

（ウ）総合型地域スポーツクラブへ移行 
  （エ）種目別に地域クラブへ移行 
イ 運営主体の整備・確保，指導者確保に向けた支援の考え方 
   ３４２の部活動ごとに運営主体候補者や部員数など現状が大きく異なることから，学校や地域の

実情・種目ごとの特性に応じた形態の具体化に向け，市は，各運営主体が自立し，持続可能な運営
ができるように，活動形態に応じた支援を行う。 

（２）支援事業の概要 
 ア 支援の対象となる地域クラブの認定 
    主に休日の部活動を引き継ぎ，学校教育との連携で教育的役割を担うもの。 
イ 「地域クラブ運営費」の補助（モデル事業対象） 

総合型地域スポーツクラブ等の既存地域団体，新規に設立される地域団体に，設立やクラブの
管理運営事務にかかる人件費，什器費用等を補助する。 

ウ 「地域クラブ活動指導者謝金」の補助（全地域クラブ対象） 
休日活動の受け皿となる地域クラブの指導者は，生徒のけがや災害時の対応，活動時の安全確

認等を考慮すると複数で当たることが望ましいため，指導者への謝金（実費弁償相当）は１単位
クラブ当たり２名分を上限として補助する。 

関係団体等の協力を得ながら，参画意欲をも

った人材を活用した「登録」「研修」「紹介」「斡

旋」の機能を持つ，将来的に地域クラブ活動指

導者を確保するための仕組みづくりを行う。 

（１）市の役割 

 ・ 市の方針の決定 

 ・ 地域クラブの育成・支援 

 ・ 学校の支援 

 ・ 関係団体への周知・啓発 

 ・ 市域全体における周知・啓発 

 ・ 全体の推進・検証・改善 

 ・ 人材確保の仕組みづくり 等 

（２）地域クラブの役割 

 ・ クラブ員の管理・指導 

 ・ 指導者人材確保・管理 

  ・ 施設借用・備品管理 

 ・ 保護者と学校との連絡・情報共有 等 

（３）学校の役割 

 ・ 自校の方針の検討 

 ・ 方針を踏まえた地域連携・移行の推進 

 ・ 各地域学園域における周知 等 

（４）保護者の役割 

 ・ 平日における部活動の保護者会の管

理・運営及び部活動の活動補助 

 ・ 休日の地域クラブの保護者会の管理・

運営及び地域クラブの活動補助 等 

（１）部活動地域移行推進コーディネーター

の配置 

    学校と関係団体との連絡・調整や，

教職員・保護者・関係団体の理解促

進に努める。 

（２）宇都宮市部活動地域連携・移行推進協

議会の設置 

学校・地域の実情に応じた部活動の

地域連携・移行の円滑な推進を図るた

め，「宇都宮市部活動地域連携・移行

推進協議会」を設置し，部活動地域連

携・移行の進捗状況や整理すべき事項

について協議する。 

資 料 
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宇都宮市休日の部活動の地域展開方針（案） 

（令和７年度～令和９年度） 

宇都宮市教育委員会 

別 冊 
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１ はじめに 

中学校部活動は，これまで生徒の健全育成と技術力向上，生涯学習の発展等に大 

きな役割を果たしてきた。しかし，今後は少子化が急速に進む見込みであり，部員数，

教職員数は大幅に減少し，費用の面でも立ち行かなることが懸念される。一方で，学

校教育への優秀な人材の確保に向けた教職員の働き方改革も急務となっている。 

本市は，国・県の方針を踏まえ，令和５年度から「子どもたちが文化・スポーツに

生涯にわたり親しむきっかけとなるよう，『楽しさ』や『喜び』を感じることができ

る豊かで幅広い活動機会を，学校を含めた地域全体で確保する」ために，「令和７年

度末までに各校１つ以上の休日の部活動の地域移行に取り組む」ことを当面の目標と

して部活動地域連携・移行推進事業を進めてきた。 

本取組の名称については，令和７年５月の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動

改革に関する実行会議」において，「学校内の人的・物的資源によって運営されてき

た活動を広く地域に開き，地域全体で支えていく」という意味を込めて，「地域移行」

という名称を「地域展開」に変更すると示されたことや，「宇都宮市部活動地域連携・

移行推進協議会」において，地域の理解を得ながら活動を推進するためには「地域展

開」への名称変更が望ましいとの意見が出たことから，本市も同様に「地域展開」に

名称を変更する。 

これまで，学校や各種団体等とのヒアリングにおいては，学校によって部活動や地

域の状況が様々で一律の方法は適当ではないこと，また，最大の課題となる指導者の

確保策の検討が重要であることが明らかになった。そのため，各校が休日の部活動に

ついて地域展開を着実に推進して地域クラブ活動への転換を図れるよう，令和７年度

から令和９年度までの３年間を実践検証期間として「地域クラブ活動育成事業」を実

施し，少子化に耐えうる生徒の活動機会の確保，自立・持続可能な運営主体や指導者

の確保，学校や教職員の関わり方，保護者負担のあり方等を検証することとした。  

    なお，本方針は，令和７年度から令和９年度の方向性を示すものである。 

 

２ 現状 

（１）国及び県の方針 

  ア 国の方針 

  （ア）「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラ 

イン」              （令和４年１２月スポーツ庁及び文化庁） 

    ・ 令和５年度から令和７年度までの３年間を「改革推進期間」として，休日の

学校部活動の段階的な地域移行を進めるが，地域の実情に応じて可能な限り早

期の実現を目指すこととする。 

・ 地域クラブ活動は，学校の教育課程外の活動として，社会教育法上の「社会

教育」の一環として捉えることができ，また，スポーツ基本法や文化芸術基本

法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられる。 

    ・ 地域の運営団体・実施主体による地域クラブ活動への移行に取り組むことと

する。 

 

１ 



  （イ）「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ 

（令和７年５月地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議） 

    ・ 急激な少子化が進む中でも，将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化

芸術活動に親しむ機会を確保・充実するのが改革の主目的であり，学校単位で

部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を，地域全体で関係者が連

携して支え，生徒の豊かで幅広い活動機会を保障する。 

    ・ 休日については，次期改革期間内（令和８年度～令和１３年度）において，

原則，全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す。平日については，

各種課題を解決しつつ更なる改革を推進する。 

    ・ 地域クラブ活動は，学校外の活動ではあるものの，教育的意義を有する活動

であり，継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し，学校を含め

た地域全体で生徒の望ましい成長を保障するもの。そのため，地域クラブと学

校との連携が大切である。 

・ 学校と地域を二項対立で捉えるのではなく，従来，学校内の人的・物的資源

によって運営されてきた活動を広く地域に開き，地域全体で支えていくという

コンセプトを明らかにするという意味を込めて，「地域移行」という名称を「地

域展開」に変更する。 

 

イ 県の方針 

    「とちぎ部活動移行プラン」（令和５年３月栃木県教育委員会） 

     ・ 基本目標：生徒が主体的に多様なスポーツ・文化芸術活動に親しむことが 

できる環境づくりに取り組む。 

     ・ 活動目標：令和７（２０２５）年度までに，全ての公立中学校の休日の部

活動を１つ以上，地域クラブ活動にすることを目指す。 

 

（２）生徒数・部活動加入率推移 

  ア 本市立生徒数の状況（令和７年度以降は見込み） 

     過去１０年は横ばいであったが，令和５年 

度の１２，９２４名から１５年後の令和２０ 

年度には８，４８８人（４，４３６人減）と 

なることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年度までは，各年５月１日時点の生徒数実績 

・令和７年度以降は，住民基本台帳（令和５年５月１日時点）及び第６次宇都宮市総合計画改訂基

本計画における人口の見通し（趨勢型）を基に試算 

２ 



イ 本市中学校の部活動加入率の推移 

     全体の部活動加入率が１０年間で 

    ５．８％減少し，特に，運動部の加入 

    率が６．２％減少している。 

 

 

 

 

 

 

（３）本市の中学校部活動に対する生徒・保護者・教職員の意識の現状 

（出典：令和５年度実施「休日の部活動地域移行に係る実態調査」） 

  ア 部活動に求めるもの 

    【生徒】 

友達と楽しく活動するため ６７．９％ 

大会・コンクールでよい成績を収めるため ５９．０％ 

将来，役に立つため ５３．４％ 

    【保護者】 

子どもの成長にとってプラス ７９．０％ 

社会性や協調性の育成 ７４．４％ 

強い精神力や忍耐力の育成 ５６．１％ 

 

  イ 部活動の顧問として負担に感じていること 

    【教職員】 

帰宅時間が遅くなる ７５．９％ 

休日の部活動の指導や大会引率 ７１．８％ 

教員として準備をするための時間が短くなる ５８．２％ 

経験をしたことのない部活動を担当する ４２．７％ 

 

（４）指導者の確保に係る現状 

  ア 本市の部活動地域指導者・部活動指導員配置人数（令和６年度） 

 

 

 

 

86.3% 84.8% 80.5% 

出典 中学校・高等学校運動部に関する調査（令和５年県調査） 

   中学校文化部に関する調査（令和５年度市調査） 

３ 



  イ 県の部活動指導員・地域クラブ指導者バンク登録人数（令和７年４月現在） 

 
 

（５）学校・地域の現状（学校ヒアリングから） 

  ア 部活動の実情 

     ３４２の部活動があり，学校・種目・地域により実情が大きく異なる。 

 

  イ 学校が想定している運営主体 

     地域クラブ（既存・新設），単位ＰＴＡ内設置の体育文化後援会， 

総合型地域スポーツクラブ，拠点校方式（部活動のまま）など 

 

  ウ 運営主体の類型 

  （ア）ＰＴＡ等関連組織で受皿組織を作る（上河内中） 

  （イ）複数校で受け皿組織を作る（一条中＋旭中） 

  （ウ）総合型地域スポーツクラブへ移行（古里中＋田原中＋河内中） 

  （エ）種目別に地域クラブへ移行（上記以外１９校） 

 

３ 地域展開に当たっての課題 

・ 部活動の展開先となる運営主体の整備・確保 

 → 地域クラブの受皿の不足 

   学校や地域の状況に応じた受皿作りが必要 

 

・ 指導者の確保 

 → 地域クラブの指導者の不足 

 競技・種目により指導者の確保が困難 

 指導に係る報酬が課題 

 地域展開後の教職員の関わり方 

 

・ 活動場所の確保 

 → 学校施設を部活動と同様に使用できるよう調整が必要 

   活動場所の施設開錠管理の仕組みの構築 

 

・ 移動手段の確保 

 → 活動場所までの移動が課題（自転車・公共交通機関・地域内交通・保護者送迎等） 

 

 

４ 



・ 経済的支援が必要な生徒に対する支援や保護者負担 

 → 活動費に係る保護者負担の増 

生活保護受給世帯とそれに準ずる程度に困窮している世帯への支援や費用の補助

の検討 

 

・ 資金の確保 

  → 運営主体の整備・確保のため，運営事務に係る人件費や什器費用等の資金が必要 

指導者確保のため，指導者謝金の資金が必要 

 

４ 基本的な考え方 

（１）本市の目指す方向性 

子どもたちが文化・スポーツに生涯にわたり親しむきっかけとなるよう，「楽しさ」

や「喜び」を感じることができる豊かで幅広い活動機会を，学校を含めた地域全体で

確保することを目指す。 

 

（２）目標年次 

国のガイドラインや県のプランに基づき，休日の部活動については，令和７年度 

末までに，全ての公立中学校において１つ以上，地域クラブ活動にすることを目指す。   

令和７年度から令和９年度までの３年間を「実践検証期間」とし，実践・検証を行

いながら，必要に応じて見直しを図り，令和１０年度以降，本格実施する。 

 

（３）休日の部活動の地域展開の進め方 

地域クラブ活動は，学校外の活動ではあるものの，子どもたちが継続的にスポー

ツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し，学校を含めた地域全体で子どもたちの望ま

しい成長を支えるものであり，そのため，地域展開には学校と地域クラブが連携して

取り組むこととし，本市は，学校や地域の実情などを踏まえ，少子化に対応した仕組

みとなるよう， 他市町で類似事例の無い単独校又は複数校での運営主体の設立・運

営方式を宇都宮市の独自モデルとして確立するため，「地域クラブ活動育成事業」を

新たに実践・検証する。 

「実践検証期間」中に，運営主体の設立が完了または地域クラブへの展開見通しの

立った部活動については，先行的に展開する。 

 

 

 

 

主体 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 R13 年度 

国・県          

市          

改革推進期間(実証事業) 前期改革実行期間 後期改革推進期間 

実践検証期間 準備期間  拡大期間（本格実施） 

国・県のスケジュールと本市のスケジュール 

５ 



５ 地域クラブ活動育成事業 

（１）本市として考えられる運営主体の類型と主体への支援 

  ア 運営主体の類型（（ア）～（ウ）はモデル事業として実施） 

  （ア）PTA 等関連組織で受皿組織を作る 

   ⇒ PTA 関連組織の体育文化後援会が運営主体となる。 

  （イ）複数校で受皿組織を作る 

    ⇒ PTA 関連組織を連合体とした組織が運営主体となる。 

（ウ）総合型地域スポーツクラブへ移行 

⇒ 総合型地域スポーツクラブが運営主体となる。 

  （エ）種目別に地域クラブへ移行 

    ⇒ 各部活動ごとに，既存または新規の地域クラブが運営主体となる。 

 

  イ 運営主体の整備・確保，指導者確保に向けた支援の考え方 

     ２５校３４２の部活動ごとに運営主体候補者や部員数など現状が大きく異なる

ことから，学校や地域の実情・種目ごとの特性に応じた形態の具体化に向け，市

は，各運営主体が自立し，持続可能な運営ができるように，それぞれの形態に応

じた支援を行う。 

 

（２）補助事業の概要 

  ア 支援の対象となる地域クラブの認定 

     主に休日の部活動を引き継ぎ，学校教育との連携で教育的役割を担うもの。 

 

イ 「地域クラブ運営費」の補助（モデル事業対象） 

   モデル対象校：上河内中，一条中＋旭中，古里中＋田原中＋河内中 

（ア）対象  

既存の部活動を受け入れ，学校に代わって休日の地域クラブ活動全体の状況 

     を把握し，関係者，関係機関・団体相互の連携を図る役割を担う，市が指定し 

     た既存または新規の団体とする。 

（イ）補助 

総合型地域スポーツクラブ等の既存地域団体，新規に設立される地域団体に， 

     設立やクラブの管理運営事務にかかる人件費，什器費用等を補助する。 

 

ウ 「地域クラブ活動指導者謝金」の補助（全地域クラブ対象） 

（ア）対象 

既存の部活動を受け入れ，令和５年度以降に部活動の休日活動を引き継ぎ， 

「宇都宮市部活動方針（市部活動ガイドライン）」を順守しながら学校と連携し 

て生徒のスポーツ・文化芸術活動の指導に当たる，市が認定した既存または 

新規の団体とする。 

 

６ 



（イ）補助 

休日活動の受け皿となる地域クラブの指導者は，生徒のけがや災害時の対応， 

     活動時の安全確認等を考慮すると複数で当たることが望ましいため，指導者へ 

の謝金（実費弁償相当）の補助を，１単位クラブ当たり２名分を上限として支 

給する。 

 

（３）検証項目 

  ・ 生徒の活動機会の確保 

  ・ 運営主体の組織と事務量等 

  ・ 指導者の持続可能な確保 

  ・ 学校，教職員の関わり方，連携等 

  ・ 自立・持続可能な費用負担の在り方 

 

６ 指導者確保に向けた取組 

関係団体等の協力を得ながら，参画意欲をもった人材を活用した「登録」「研修」「マ 

ッチング」の機能を持つ，将来的に地域クラブ活動指導者を確保するための仕組みづ 

くりを行う。 

 

７ 各主体の役割分担 

（１）市の役割 

  ・ 市の方針の決定 

  ・ 地域クラブの育成・支援 

  ・ 学校の支援 

  ・ 関係団体への周知・啓発 

  ・ 市域全体における周知・啓発 

  ・ 全体の推進・検証・改善 

  ・ 人材確保の仕組みづくり   等 

 

（２）運営主体・地域クラブの役割 

  ・ クラブ員の管理・指導 

  ・ 指導者人材確保・管理 

  ・ 施設借用・備品管理 

  ・ 保護者と学校との連絡・情報共有  等 

 

（３）学校の役割 

  ・ 自校の方針の検討 

  ・ 方針を踏まえた地域連携・移行の推進 

  ・ 各地域学園域における周知   等 

 

 

７ 



（４）保護者の役割 

  ・ 平日における部活動の保護者会の管理・運営及び部活動の活動補助 

  ・ 休日の地域クラブの保護者会の管理・運営及び地域クラブの活動補助  等 

 

８ 推進体制 

（１）部活動地域移行推進コーディネーターの配置（令和６年度から） 

    学校と関係団体との連絡・調整や，教職員・保護者・関係団体の理解促進に努め

る。 

 

（２）宇都宮市部活動地域連携・移行推進協議会の設置（令和６年度から） 

学校・地域の実情に応じた部活動の地域連携・移行の円滑な推進を図るため，「宇

都宮市部活動地域連携・移行推進協議会」を設置し，部活動地域連携・移行の進捗状

況や整理すべき事項について協議する。 

 

    【構成】  

学識経験者，スポーツ団体代表，文化・芸術団体代表， 

     地域代表，ＰＴＡ代表，中学校長代表，地区中学校体育連盟代表， 

地区中学校文化連盟代表，行政関係者 等 
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７ 戸舘 佳奈 栃木県吹奏楽連盟 宇河地区副支部長  

８ 峰村 美智子 うつのみやジュニア芸術祭学校音楽祭 部会長  

９ 神山 幸子 上河内中学校魅力ある学校づくり地域協議会 会長  

10 福田 治久 宇都宮市ＰＴＡ連合会 会長  

11 加藤 悦宏 宇都宮市中学校長会 会長  

12 吉川 真弓 宇河地区中学校体育連盟 副会長  

13 川北 由美 宇河地区中学校文化連盟 理事  

14 高田 千晶 公募  

15 坂寄 楽友 公募  

 

 

９ 



 

報告第３５号 

令和７年６月議会一般質問の概要について 

 令和７年６月議会一般質問の概要について，次のように報告する。 

  令和７年６月２０日提出 

 
                         宇都宮市教育委員会 

                           教育長 小堀 茂雄 

記 

１ 質問件数と項目 

課  名 件数 項        目 

学校管理課 ３ 

〇 公共施設の計画的な整備・維持管理について 

・ 市立小中学校の整備・維持管理について 

〇 教育行政について 

 ・ 学校施設照明の LED 化について 

〇 小中学校における AED の取扱いについて 

学 校 教育 課 ７ 

〇 プレクラス制度について 

〇 「小 1の壁」子どもの朝の居場所対策と教員へのハラス

メント防止について 

 ・ 朝の預かり相談等について 

〇 教育行政について 

 ・ 教科担任制とチーム担任制について 

〇 学校関連について 

 ・ 教職員の負担軽減について 

〇 教育行政について 

 ・ 卒業アルバムの制作と安全管理について 

〇 社会科教科用図書の選定について 

〇 選定図書について 

 ・ 学校図書について 

学 校 健康 課 ２ 

〇 児童生徒の視力低下について 

〇 学校関連について 

 ・ 休日部活動地域連携について 

生 涯 学習 課 ３ 

〇 「小 1の壁」子どもの朝の居場所対策と教員へのハラス

メント防止について 

 ・ 朝の子どもの居場所づくりについて 

〇 芸術文化のまちづくりについて 

〇 選定図書について 

 ・ 市立図書館図書の選定について 
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教育センター １ 
〇 教育行政について 

・ 教育委員会と不登校支援に携わる企業・団体との連携

について 

合 計 １６  
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令和７年６月議会一般質問の概要 

                                                    （  ）内は共管課 

議 員 質 問 要 旨 答 弁 要 旨 担当課 

６月１２日 
馬上 剛 

議員 
 

４ 公共施設の計画的な整備・維持管理につ

いて 

⑴ 市立小中学校の整備・維持管理につい 
 て 

・ 本市の小中学校は，昭和４０～５０年
代にかけて建設されたため， 計画的・効

率的な老朽化対策を講じることが喫緊の

課題となっているが， 西原小学校の長寿
命化改修工事が国庫補助の不採択となっ

たことから 事業執行を延期せざるを得
ず，長寿命化の改修工事を予定していた

学校についても，スケジュール調整を行
うことになってしまった。 

  市立小中学校の計画的な整備と維持管

理についての考え方を伺う。 
 

 
 

 

 
 

 

・ 本市においては，「宇都宮市学校施設長寿命

化計画」に基づき，国庫補助の活用や事業費

の平準化を図りながら，既存の学校施設を可

能な限り活用した長寿命化改修を行うととも

に，日常的な点検や修繕などによる適切な維

持管理に取り組んでいる。 

・ 令和７年度の国庫補助について，継続事業

である「西小学校」と「上河内中学校」は採

択されたが，新規事業である「西原小学校」

は採択に至らなかったため，整備スケジュー

ルの変更を余儀なくされた。 

・ 整備スケジュールを見直した「西原小学校」

の関係者に対して，丁寧な説明を行うことに

より，理解をいただいたが，長寿命化改修の

早期着手に向けて，国に対し，あらゆる機会

を捉えて要望等を行うなど，財源の確保に努

めていく。 

・ 今後とも，国の動向を注視しながら，児童

生徒が安全で安心に過ごすことができる快適

な教育環境の実現に取り組んでいく。 

  （教育委員会事務局長） 

学 校 管 理 課 

報告第３５号 

別    紙 
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６月１３日 
大久保 順也 

議員 

４ 児童生徒の視力低下について 
・ 全国的に近視の進行，視力の低下が懸念

されているが，本市の小中学校の児童生徒

の視力の現状について，全国と比べてどの
ような状況にあるのか伺う。 

 
 

 
 

・ 子どもと保護者の両方が近視予防につい 

 て正しく理解できるよう，専門家の話を聞 
くことや，専門的な視力測定や相談ができ 

る機会として「近視予防セミナー」を開催 
するのが良いと考えるが，見解を伺う。 

 
 

・ 視力低下の要因として，屋外での活動の 

減少，就寝時間の変化などが指摘されてい 
ることから，目の健康を守るための習慣を 

子どもたちに定着させる取組も必要と考え 
るが，見解を伺う。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
・ 令和６年度における小・中学生の裸眼視力１．

０未満の児童・生徒は，眼鏡やコンタクトレン

ズ使用者で，裸眼視力を測定していない者を除
き，小学校で，３３．９パーセント，中学校で，

５１．６パーセントとなっている。全国と比較
した場合には，本市の裸眼視力１．０未満の児

童・生徒の割合は，小学校で，２．９ポイント，
中学校で，９ポイント，少ない状況である。 

・ 裸眼視力１．０未満の児童・生徒の割合が 
横ばいである状況や各学校には，学校医として
眼科医を配置し，定期健康診断を実施するとと

もに，健康診断後に学校や家庭に助言をいただ
いているところであり，引き続き，学校医との

連携・協力による視力低下の防止に向けた取組
を進めていく。 

・ 「宇都宮市学校健康教育推進計画」に基づき，

体育・保健体育，家庭科などの各教科や学級活
動などにおいて目の健康を含めた，生活習慣の

大切さについて指導している。また，市教育委
員会が，保護者に向けて発信する健康教育だよ

りを通し，デジタル機器使用時のルールの周知
や家庭でもできる「目の体操」を紹介するなど

近視予防について家庭と連携した取組を進め

ている。 
・ 今後とも，目の健康や姿勢，生活習慣に関す

る指導を通し，児童生徒の視力低下の防止に向
け取り組んでいく。 

（教育長） 
 

学 校 健 康 課 
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（再質問） 
・ 本市の状況は裸眼視力１．０未満の割合

が低いということだが，外遊びの減少など

視力低下を予防するためにも，その先の行
動が必要になってくることから，本市にお

いても愛知県大府市のような取組支援プロ
ジェクトを検討してはどうか伺う。 

 
・ 愛知県大府市の取組も参考にする。 

（教育長） 

６月１３日 
佐藤 恭子 

議員 

 

２ プレクラス制度について 
・ 本市では入学前に幼稚園等との情報交換

などどのように行われているのか伺う。 
 

 

 
 

 
 

 
・ 仮にプレクラス制度を導入することとな

る場合，どのような障壁があると考えるか

伺う。  
 

・ 港区で今年度からプレクラス制度導入を
スタートしたことをどのように受け止めて

いるか伺う。 
 

・ 教員を含めた教育の現場からプレクラス

制度へ関心等の声はあるか伺う。 
 

 
 

 
・ 今後，本市でもプレクラス制度を導入す

る考えはあるか伺う。 

 
・ 「架け橋期」は，生涯にわたる学びや生活の 

基盤をつくるための大切な時期であり，幼児 
教育から小学校教育への移行を円滑に進めて 

いくことは大変重要であると認識している。 

・ 本市では小学校入学後の指導に生かしてい 
くため，「幼稚園幼児指導要録」等をもとにし 

た情報共有など子ども一人一人の状況把握に 
努めるとともに，幼小連携合同研修を開催 

し，幼小の連携に取り組んでいる。 
・ 入学後，約１か月が経過したところで学級を

再編制することは，児童にとって混乱をきたす

おそれがあることや，教職員の新たな負担増に
つながることを懸念している。 

・ 安定した学級運営の実現が期待できる反面， 
プレクラス導入の課題についても考慮する必

要があるため，港区の取組は先進事例の 1 つで
あるものと受け止めている。 

・ 第１学年が単学級のため，必要性を感じてい

ない学校もあるほか，アンケート調査では，「関
心がある」と回答した学校は１校であり，再度

の学級編制により，児童だけでなく，保護者や
学級担任も人間関係を再構築しなければなら

ないことへの不安の声があった。 
・ 児童一人一人に対するきめ細かな指導・支援 

の充実と，学級担任の負担軽減の双方の観点な

学 校 教 育 課 
（ 教 育 企 画 課 ） 
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（再質問） 

・ 幼稚園等と小学校で十分に引継ぎをして
クラスを編制したとしても，入学後に，児

童同士の相性などから問題が生じることが

あると聞いているが，その場合，どのよう
に対応しているのか伺う。 

どから，先行自治体の動向を注視していく。 
・ 今後も，幼小連携を推進しながら,小学校１

年生がよりよい学校生活を送ることができる

よう，個に応じた指導・支援の充実に努めてい
く。 

（教育長） 
 

・ 問題が生じた場合は，学校の全教職員が協 
力して対応にあたっている。また，それでも対

応しきれない場合には，教育委員会が新たに職

員を配置するなどして対応している。 
（教育長） 
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６月１３日 
佐藤 恭子  

議員 

 

３ 「小１の壁」子どもの朝の居場所と教員
へのハラスメント防止について 

・ 保護者から学校へ朝の預かりへの相談が

あるか伺う。また，相談があった場合はど
のように対応しているか伺う。 

 
 

 
 

 

・ 保護者間で出勤時刻によって教員を「や
る気のある教員・やる気のない教員」とラ

ンク付けし，更に教員へ電話する保護者も
いると伺ったが，教員へのランク付けや電

話などの状況を把握しているのか伺う。 
 

 

 
・ 共働きやひとり親家庭が増える中，朝の

子どもの居場所に悩む家庭があるが，今後，
朝の居場所づくりに取り組む考えがあるか

伺う。また，取り組むにあたり一番の障壁
は何か伺う。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

・ 一部の学校において，保護者の出勤時刻の関

係から通常の登校時刻前の児童の受入れを希
望する相談があることを把握しており，相談が

あった場合には，その内容に応じて，保護者と
共通理解を図った上で，各学校で設定している

鍵を開ける当番教員の勤務開始時刻に合わせ
て受け入れるなど，可能な範囲で対応してい

る。 

・ 本市においては，出勤時刻によって教員への
ランク付けが行われている実態やそれに関わ

る保護者からの電話については把握していな
いが，教員への時間外の業務に対する要求は教

員の負担に繋がることから，朝の預かりへの相
談を受けた際には教員の働き方への理解を求

めるなど，丁寧に説明しながらハラスメント防

止に努めていく。 
・ 本市において，昨年１２月に全６９小学校に

対して「登校時における児童の状況に係るアン
ケート調査」を実施したところ，保護者ととも

に小学校の開門を待つ児童がいるのは１校で
あり，現時点では，朝の子どもの居場所への需

要は高くないものと受け止めているが，共働き

世帯やひとり親世帯が増加している中，今後，
状況が変化していくことも想定されることか

ら，引き続き，先進地の取組等について情報収
集を行っていく。 

・ 先進事例では，運営主体や見守りの担い手も
様々であり，対象校を一部に限定している事例

学 校 教 育 課 
生 涯 学 習 課 
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（再質問） 

・ 保護者からの要求に対する教員の相談窓

口はあるのか。 

・ 校門前で待機している案件が１件あった

とのことだが，自分で家の鍵を閉めてから

登校する鍵っこについてのアンケートは取

っているのか。 

 

も見られることから，各学校や地域の実情を十
分に踏まえながら，運営主体や見守りを行う人

材の確保など，事業が円滑に実施できる体制を

構築していくことが必要だと考えている。 
（教育委員会事務局長） 

 
・ 宇都宮市教育委員会学校教育課に設けてい

る。 
・ １件については，保護者とともに車の中で開

門を待っている状況である。学校に相談があっ

た場合には，個別に対応している状況である。 
・ 今後も，引き続き，国・県や先進地の情報を

注視して情報収集を行っていく。 
（教育長） 
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６月１６日 
岡本 源二郎 

議員 

 

５ 教育行政について 
⑴ 教科担任制とチーム担任制について 
・ 本市では全小学校において高学年で 

の教科担任制を導入しているが，その効
果をどのように捉えているか伺う。 

 
 

 
 

 

 
・ 教科担任制の高学年以外への拡充や 

チーム担任制の導入など，今後どのよう
に進めていくか見解を伺う。 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

・ 本市においては，令和４年度から全ての小学

校の高学年において専科指導を担う教員によ
る授業や学級担任同士が授業を交換し，教科担

任制を実施しているところである。 
・ 令和６年度に教員を対象に実施したアンケー

トでは，「児童の授業への積極的な取組と学力
向上につながっている」などの回答があり，専

門性の高い授業により児童の学びの充実が図

られているものと捉えている。 
・ 令和７年度は，中学年での教科担任制を各学

校の実情に応じて約９割の小学校で導入して
おり，学びの質の向上や教員の負担軽減に向 

け，さらなる拡充を図っていく。 
・ 「チーム担任制の導入」については，各学校

の実情に応じて，朝の学習や帰りの会，道徳の

授業を分担するなどの取組が行われている一
方で，低学年においては，教員が入れ替わるこ

とを不安に感じる児童もいることから，全ての
小学校への導入については，調査・研究してい

く。 
・ 今後とも，小学校における教科担任制を着実

に推進し，学びの質のさらなる向上に取り組ん

でいく。 
（教育長） 

学 校 教 育 課 
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６月１６日 
岡本 源二郎 

議員 

 

５ 教育行政について 

⑵ 学校施設照明のＬＥＤ化について 

・ 学校施設については数が多く，ＬＥＤ
化による温室効果ガスの削減効果が高い

と考えており，ＰＰＰ，ＰＦＩなどの官

民連携の手法も有効と考えるが，市内全
校でのＬＥＤ化をどのような手法とスケ

ジュールで進めていくのか，伺う。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

・ 本市では，令和６年２月に，「宇都宮市役所

カーボンニュートラル実行計画」を策定し，

２０３０年度までに温室効果ガス排出量の削

減目標を掲げ，公共建築物２５０施設の照明

のＬＥＤ化などに取り組んでおり，これまで，

長寿命化改修工事や電気設備の更新などに併

せ，全小中学校９４校のうち，校舎１０校，

体育館３６校をＬＥＤ化してきた。 

・ そのような中，２０２７年末までに蛍光灯

の製造・輸出入の廃止が決定しており，ＬＥ

Ｄ化を加速化する必要があると考えている。 

・ 全小中学校の照明のＬＥＤ化に向けては，

これまで，効果的・効率的な整備手法の導入

などについて検討しており，現在は，整備費

用の削減や工期の短縮など，一括整備による

スケールメリットを最大限に発揮できるよ

う，学校施設を含めた公共建築物全体での整

備について，リースやＰＦＩなどのＰＰＰに

よる官民連携の手法や導入スケジュール等も

含め，比較・検討を進めている。 

・ 今後は，これらの検討結果を踏まえ，スピ

ード感をもって，計画的な学校施設照明のＬ

ＥＤ化に取り組んでいく。 

（教育委員会事務局長） 

学 校 管 理 課 
（ 環 境 創 造 課 ） 
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６月１６日 
佐藤 孝明 

議員 

 

７ 学校関連について 
⑴ 教職員の負担軽減について 

 ・ 令和９年度までに時間外在校等時間が

１か月８０時間を超える教職員の人員を
ゼロにすることに加え，児童生徒と向き

合う時間を確保できている教員の割合を
９０％にすることを目標にするとの答弁

があったが，現在の状況について伺う。 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・ 安定的な人員確保をどの様に進めてい

くのか，教職員の負担軽減に直結する教
員業務支援員は十分に配置できているの

かもあわせて伺う。 
 

 

 
 

 
 

 
（再質問） 

・ 配置できない理由は，応募はあるが採用

できる者が少ないのか，応募が集まらない
状況なのかを伺う。 

 
 

・ 本市では，「第２次宇都宮市学校における働

き方改革アクションプラン」に基づき，児童生
徒と向き合う時間を確保しつつ，時間外在校等

時間を削減することを目標に，働き方改革を推
進している。 

・ 月の時間外在校等時間が８０時間を超える本
市教職員の人数は，令和６年度は月平均１７５

人で，全体の７．８％であり，年々減少傾向に

ある。 
・ 児童生徒と向き合う時間の確保については，

目標達成に向けて，令和７年度からはこれまで
の取組に加え，服務関係諸表簿のデジタル化や

中学校におけるデジタル採点システムの活用
など，校務のＤＸ化を推進することにより，教

職員の負担軽減を図り，児童生徒と向き合う時

間の確保に努めている。 
・ 県費負担教職員や市会計年度任用職員が未配

置の状況にあるため，引き続き，県教育委員会
や県内の大学と連携するとともに，退職した教

職員への声かけや，ハローワークを通した募集
などにより，教職員の人員確保に努めていく。 

・ 本市の教員業務支援員については，小規模小

学校に１７名配置しているが，本市としては，
国の事業を活用し，県が全校に配置するよう，

引き続き要望していく。 
（教育長） 

 
 

・ 採用試験は基準を設けて実施しているが，現

在は，応募が集まらない状況である。 
             （教育長） 

学 校 教 育 課 
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６月１６日 
佐藤 孝明 

議員 

 

７ 学校関連について 
⑵ 休日部活動地域連携について 

・ 他の市町と隣接する学区を持つ学校の

連携についてどのように進めていくのか
伺う。 

 
・ 今後，他の市町・栃木県と協力し広域

連携を図っていくのか，市の方針を伺う。 
 

 

 
 

（再質問） 
・ 清原地区は，市内の他の地区と距離があ

るため，周辺の高根沢町，芳賀町，真岡市
などとの連携を検討してはどうかと考える

が見解を伺う。 

 
 

・ 本市では，これまでの活動状況や「宇都宮市

部活動地域連携・移行推進協議会」の意見を踏
まえ，まずは，市内における近隣の中学校との

連携を進めていく。 
・ 栃木県が広域自治体としてリーダーシップを

発揮し，県内市町の取組状況を踏まえながら，
必要に応じて連携方策を検討していくものと

考えているところであり，引き続き，栃木県や

県内市町の動向を注視していく。   
（教育長） 

 
・ 周辺市町に確認したところ，現在，他の市町

との連携を考えていない状況である。将来的に
必要があれば，他の市町との連携を検討する。 

 （教育長） 

学 校 健 康 課 
（ 学 校 教 育 課 ） 
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６月１６日 
小倉 久美 

議員 

 

６ 小中学校におけるＡＥＤの取扱いについ 
 て 

・ スポーツをする利用者が多い，小中学校

のＡＥＤを屋外に設置し，いつでも誰でも取
り出すことができる状態にする必要がある

と考えるが，見解を伺う。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

・ 本市の小中学校におけるＡＥＤの設置につい

ては，緊急時すぐに持ち出しが可能で，いたず
ら・盗難等の被害にあいにくく，風雨にさらさ

れない場所を各校の実情に応じて選定し，ほぼ
すべての学校で，体育館内に設置している。 

・ 学校施設は，学校の職員が不在となる夜間や
休日にも開放していることから，緊急時にＡＥ

Ｄが適切に活用されるよう，施設の利用者等に

対し，機器の使用方法や設置場所，ＡＥＤを設
置している体育館の鍵の貸し出しなどについ

て，事前に周知している。 
・ 「学校のＡＥＤの屋外設置」については，雨

や埃，暑さや寒さによる機器の故障を防ぐこと
や，防犯面の対策などの課題もあるが，設置場

所の分かりやすさや，いつでも誰でも利用でき

るといったメリットもあることから，他市の事
例などを参考にしながら，適切な設置場所や運

用方法などについて，検討していく。 
・ 今後とも，市民の皆様に学校施設を安心して

利用いただけるよう，ＡＥＤの適正な運用や効
果的な周知に努めていく。 

（教育委員会事務局長） 

学 校 管 理 課 
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６月１７日 
若林 芽育 

議員 

 

５ 芸術文化のまちづくりについて 
・ 本市にはジャズやクラシック音楽，合唱

など音楽に親しむ市民が大勢いるが，文化

会館や生涯学習センターで合唱の練習に励
む市民からは，使用するピアノについて必

ずしも満足のいく練習環境ではないとの声
が聞こえている。 

芸術文化のまちづくりの推進に向け，ピ
アノに係る練習環境の整備などを，どのよ

うに進めていくのか見解を伺う。 

 
・ 練習で使用するピアノについて，文化会館に

おいては，質の高い練習環境を提供できるよう

年３回調律を行っているほか，令和元年にピア
ノ１台を更新した。 

 また，生涯学習センターにおいては，地域に
身近な練習場所として日常的に利用されてお

り，原則年１回以上ピアノの調律を行ってい
る。 

・ 今後も，引き続き，こうした練習環境の保持

に努めるとともに，練習成果の発表機会の更な
る創出に取り組むなど，気軽に音楽や芸術に触

れ，親しむことのできる「文化の薫るまち宇都
宮」を推進していく。 

（魅力創造部長） 

文 化 都 市 推 進 課 
（ 生 涯 学 習 課 ） 

 

６月１７日 

若林 芽育 
議員 

 

６ 教育行政について 

 ⑴ 教育委員会と不登校支援に携わる企
業・団体との連携について 

・ ３月議会において，フリースクールと

の連携について，学期に一回はフリース
クールを訪問するなど確実な連携を図っ

ていくとの答弁があったが，その他，ど
のような連携・支援を図っていくのか伺

う。 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

・ フリースクール等の民間施設は不登校児童生
徒の社会的自立を目指す多様な支援の場の一

つであると捉えており，当該施設と連携を図る

ことは重要であると認識している。 
・ 本市では，教育委員会や学校による民間施設

への定期的な訪問や，電話等による情報共有を
行い，日頃から連携・支援に努めている。 

・ また，現在，本市の児童生徒が，市外の民間
施設を一定割合利用しており，より広域での連

携が有効であると考えていることから，フリー

スクール等の民間施設が参加する県主催の「学
校以外の場における教育機会の確保に関する

連絡会」や，今年度から開催予定の「福祉や医
療との連携体制構築に関する協議会」におい

て，不登校対策に係る課題の共有や民間施設と
の連携強化等に向けた意見交換を行っていく。 

(教育長) 

教 育 セ ン タ ー 
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（再質問） 
・ 市主催の話し合いの場を検討する余地が

あるか伺う。 

 
 

 
・ 市外の施設を利用する児童生徒も一定数お

り，より広域での連携が有効であると考えてい

ることから，県が主催する連絡会や協議会を活
用していく。 

（教育長） 
 

６月１７日 
若林 芽育 

議員 

６ 教育行政について 
⑵ 卒業アルバムの制作と安全管理につい

て 
・ サイバー攻撃等により個人情報の漏え

いがあった際は，学校の管理責任を問わ

れる可能性があることから，卒業アルバ
ム制作における安全管理について見解を

伺う。 
 

 
 

 

 
 
 
・ 卒業アルバムについては，児童生徒にとって

学校生活の思い出を振り返ることができる大

切なものであり，卒業アルバム制作には，個人
情報の安全管理が極めて重要であると考えて

いる。 
・ 卒業アルバム制作にあたっては，学校が委託

先に対して適切な監督を行う必要があること
から，国が定めた「個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン」を反映した「卒業

アルバムに係る個人情報取扱いチェックシー
ト」を新たに作成し，学校による適切な事業者

の選定や委託先における個人情報の取扱い状
況の確認について各学校に周知していく。 

（教育長） 
 

学 校 教 育 課 
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６月１７日 
長谷川 武士 

議員 

 

３ 社会科教科用図書の選定について 

・ 学校は，過去の出来事から学び，平和で

豊かな社会の構築に貢献する意識を育む

ため，自国の歴史の事実を記載している教

科書を選定して，これからの日本の将来を

担っていく子供たちに教えていく時期が

来ていると考えるが，見解を伺う。 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

・ 本市の中学校で使用している教科書は，関係

法令に照らし，現職の教員が厳正に調査研究を

行い，教科用図書採択協議会において十分に議

論を尽くして選定され，市教育委員会が採択し

たものである。 

・ 本年４月から，中学校１年生が使用している

歴史教科書は，生徒自身が，掲載されている資

料を基に，歴史に見られる課題を把握し，公正

に選択・判断しながら，学習を進めることがで

きるよう工夫している点などが優れていると

考えている。 

・ 今後とも，公正かつ適正な手続きにより， 

本市の生徒にふさわしい教科書の採択に努め

ていく。 

（教育長） 

学 校 教 育 課 

６月１７日 
長谷川 武士 

議員 
 

４ 選定図書について 
・ ＪＡＬ１２３便関連で自衛隊が墜落に関

与したとされる青山透子著の三書籍が全国
学校図書館協議会の選定図書となり，実話，

ノンフィクションとされているが，学校図
書は児童生徒の健全な教養の育成に資する

必要があり，これらは，健全な教養の育成

になるのか伺う。 

 
・ 本市においては国が定める「学校図書館ガイ

ドライン」に基づき，各学校において「図書選
定委員会」を開催し，児童生徒のニーズや実態

等を踏まえ，学校図書を選定しており，ガイド
ラインには児童生徒の健全な教養の育成を図

るため，幅広い資料構成と十分な資料規模を備

えるよう定められていることから，三書籍を選
定することは差し支えないものと受け止めて

いるが，本市立小中学校においては配架してい
ない。 

・ 今後とも，「学校図書館ガイドライン」に基
づき適切な選定に努めていく。 

（教育長） 

学 校 教 育 課 
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６月１７日 

長谷川 武士 
議員 

 

４ 選定図書について 

・ 宇都宮市立図書館には，ＪＡＬ１２３便
関連で自衛隊が墜落に関与したとされる青

山透子著の８冊を含む１１冊があり，公立

図書館にはそぐわないと考えるが，本市の
図書の選定について見解を伺う。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

（再質問） 

・ 当該図書が，実話，ノンフィクションと
扱われていることは遺憾である。当該図書

について図書館での今後の対応等はあるの
か。 

 
 

 

 
（再質問） 

・ 国会答弁では大臣が自衛隊は墜落に関与
していないと述べているが，これが間違っ

ているという解釈か。 
 

 

・ 図書館では，日本図書館協会が１９５４年に
採択した「図書館の自由に関する宣言」におけ

る「資料収集や提供の自由」を尊重した「宇都

宮市図書館資料収集方針」を定め，人権やプラ
イバシーを侵害するものや極度に低俗なもの

を除いた上で，多様な，対立する意見の問題に
関しても，それぞれの観点に立つ資料を幅広く

収集することを基本としている。 
・ 具体的な選定方法は，司書職員で構成する「図

書館資料選定会議」を毎週開催し，新刊図書の

直接確認やリストからの選択，利用者リクエス
トに基づく選定を行っている。 

・ 議員案内の青山氏の図書については，利用者
からのリクエストに基づき，選定されたもので

ある。 
（教育委員会事務局長） 

 

・ 図書館では，公刊物の表現において，名誉棄
損・プライバシー侵害の可能性があると思われ

る場合に，頒布差し止めの司法判断があり，被
害者（債権者）が図書館に対して提供制限をも

とめた時には閲覧制限を行うことがあり得る。
青山氏の著作については，これに当てはまらな

いため，閲覧制限は設けない。 

（教育委員会事務局長） 
 

・ 国会答弁についての話ではなく，あくまで図
書館の閲覧制限に対しての回答を述べたもの

である。 
           （教育委員会事務局長） 

生 涯 学 習 課 
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報告第３７号 
   令和６年度就学援助の支給状況等について 
 令和６年度の就学援助の支給状況等について，次のように報告する。 
  令和７年６月２０日提出 
 
                       宇都宮市教育委員会    
                        教育長 小堀 茂雄   
 

別紙のとおり 

7-1



 

令和６年度就学援助の支給状況等について 

 

◎ 趣旨 

  令和６年度の就学援助の支給状況等について報告するもの 
 
１ 認定状況 

・ 認定者は３，５５２人，認定率は９．２９％で，前年度と比較し認定者は

１６７人の減，認定率は過去５年間，９％台で推移しており，ほぼ横ばいの

状況である。 
・ 認定者の家庭状況については，ひとり親家庭が多く，全体の約７割（Ｒ６：

７４．０％）を占めている。 
（令和７年３月３１日現在） 

  令和５年度 令和６年度 対前年度比 

認定者数 ３，７１９人 ３，５５２人 ▲１６７人 

 
要保護※1 

小学校 １８２人 １６１人 ▲ ２１人 

中学校 １２６人 １３６人  １０人 

準要保護※1 
小学校 ２，１０３人 ２，０４２人 ▲ ６１人 

中学校 １，３０８人 １，２１３人 ▲ ９５人 

認定率※2 ９．５３％ ９．２９％ ▲０．２４ 

ポイント 

※１：要保護＝生活保護受給世帯 

準要保護＝要保護に準ずる程度に困窮している世帯  

※２：認定率＝全児童生徒に占める認定者の割合 

 
２ 支給状況 

・ 児童生徒数が減少していることなどに伴い就学援助の支給人数が減少 
・ 令和５年度においては，国の臨時交付金を活用した学校給食等支援事業の

実施により，給食費の保護者負担分が減額されたことで，就学援助の支給額

が減額となったが，令和６年度においては，保護者負担分の減額に代わり，

食材費への補助に切り替わったことから支給額が増額 
 

※３：支給人数＝認定者のうち実際に就学援助を支給した人数 

 

 令和５年度 令和６年度 対前年度比 

支給人数※３
 ３，４７７人 ３，３４６人 ▲１３１人 

 小学校 ２，１４３人 ２，０８４人 ▲ ５９人 
中学校 １，３３４人 １，２６２人 ▲ ７２人 

支給金額 ３５７，４５０千円 ３６５，３８０千円 ７，９３０千円 
 小学校 １６７，０１３千円 １７８，５３６千円 １１，５２３千円 

中学校 １９０，４３７千円 １８６，８４４千円 ▲ ３，５９３千円 

報告第３７号 
別    紙 
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３ 令和６年度からの主な取組 

  小学生の支給費目のうち「新入学学用品費等」を増額 

  Ｒ５：５４，０６０円 ⇒ Ｒ６：５７，０６０円 

※国の「要保護児童生徒援助費補助金」の交付要綱などに準じて設定 

  

４ 今年度の新たな取組 

・ 中学生の支給費目のうち「卒業アルバム代等」を増額 

   Ｒ６：８，８００円 ⇒ Ｒ７：１０，０００円 

※国の「要保護児童生徒援助費補助金」の交付要綱などに準じて設定 
 ・ クラブ活動費の支給対象を「部活動に準ずる地域クラブ活動」まで拡充 

 

 

【参考１】主な認定基準（準要保護） 

・ 世帯全員の所得（前年中）の合計金額が基準以下 
（生活保護基準の１．３倍未満） 

・ 生活保護の停止または廃止  
・ 市民税が非課税または減免 
・ 児童扶養手当を受給  
・ 病気，災害などの事情により収入が著しく減少 
 
【参考２】支給費目と内容 
 

要保護 
準要 

保護 

令和７年度の支給内容（年額） 

小 学 校 中 学 校 備   考 

学校給食費  ○ 実 費  

学用品通学用品費  ○ 
１年  １１，６３０円 １年  ２２，７３０円 

認定月日によって月割り 
２年～ １３，９００円 ２年～ ２５，０００円 

入学準備金  ○ 就学前 ５７，０６０円 ６年  ６３，０００円 
宇都宮市内の公立中学校に入学

する６年生に限ります。 

新入学学用品費等  ○ １年  ５７，０６０円 １年 ６３，０００円 
入学準備金を受け取っていない，

４月認定の１年生に限ります。 

ＰＴＡ・児童生徒会費  ○ ３，６００円 ６，０００円 認定月日によって月割り 

クラブ活動費  ○  １１，０００円 
認定月日によって月割り 

地域クラブ活動も支給対象 

校外活動費  ○ 実費（宿泊有・宿泊無 各１回分まで）  

修学旅行費 ○ ○ 実費（１回分のみ）  

通学費  ○ 実 費 通学距離等の要件あり 

卒業アルバム代等  ○ ６年 １１，０００円 ３年 １０，０００円  

オンライン学習 

通信費 
 ○ 市が貸し出すモバイルルータの通信費相当額 モバイルルータを貸し出します。 

医療援助費 ○  自己負担額 

むし歯等の学校病に限ります。 

「こども医療費助成制度」の利用

を優先してください。 
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報告第３８号 
   令和６年度児童虐待通告受付等の状況について 
 令和６年度児童虐待通告受付等の状況について，次のように報告する。 
  令和７年６月２０日提出 

 

宇都宮市教育委員会    
教育長 小堀 茂雄   

 

 別紙のとおり 
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市に通告

児相か
ら送致

※ヤングケアラーとしての非該当家庭についても，必要に応じて支援を行っている。

令和６年度　児童虐待通告受付等の状況について

111件

Ｒ６

589件

347件

242件

４　虐待者別件数・割合

（前年比件数，割合）

(+267件 ,+83%)

(+136件 ,+64%)

(+131件 ,+118%)

(29％)91件

内　面前ＤＶ

88件(45%) (28％)

ネグレクト

「総数」：通告受付件数から虐待非該当を差引いたもの
　Ｒ５:4件(心理2件，ネグレクト2件)，Ｒ６:28件(身体9件，心理10件，ネグレクト9件)

３　被虐待者年齢別件数・割合

年齢区分

「その他」：児童福祉施設，児童委員，市関係課など
※　「割合」については，小数第一位を四捨五入しているため，合計が１００％にならない場合がある。

Ｒ２

233件

155件

78件

Ｒ３

(2%) (17%) (4%) (5%) (10%)
Ｒ６

10件 94件 24件 30件 56件

322件

211件

13件

５　通告者別件数・割合

通告者区分 近隣・知人 学校
幼稚園
保育園

病院 本人・親族

(6%) (15%) (9%) (3%) (4%)

児童相談所

Ｒ６

Ｒ５

心理的虐待性的虐待身体的虐待

82件 (26%) 3件 (1％) 142件

162件 (29%) 0件 (0％)

０～３歳未満

(24%)

(20%)

(32%)

虐待者区分

142件 135件 4件 16件

１　年度別児童虐待通告受付件数（本市受付分）

年　度 Ｒ４ Ｒ５

２　虐待種別件数・割合

虐待種別

143件

69件

289件

内
　
訳

件　数 212件

192件

97件

Ｒ６ 111件

Ｒ５ 77件 100件 103件 29件

167件 203件 69件

(3%)

(2%)

３歳～６歳
（就学前）

７歳～12歳
（小学生）

13歳～15歳
（中学生）

16歳～18歳
（高校生･他）

総数

318件 (100%)

561件 (100%)249件 (44%) 129件 (23％) 150件 (27％)

11件

9件

(30%)

(41%)

37件

(12%)

27件

(5%)

他市

(32%)

(36%)

(9%)

(12%)

「年齢区分」：通告時年齢（小学生，中学生，高校生年齢での区分）

21件
Ｒ６ 317件 205件 1件 15件 23件

Ｒ５

Ｒ５
20件 48件 28件 11件

「その他」：祖母，祖父，実母のパートナー

その他

50件

(16%)

90件

(16%)

実母

(45%)

(56%)

実父

(42%)

(36%)

実母以外の
母親

(1%)

(1%)

実父以外の
父親

(5%)

(3%)

その他

(7%)

(4%)

111件

(35%)

230件

（前年比件数，割合）

件　数 67件 69件 83件 88件 87件 (-1件 ,-1%)

Ｒ６

区分 ヤングケアラー認定

19件（11世帯）

非該当

6件

6件 22件（9世帯）28件

25件

ヤングケアラーの疑い

７　ヤングケアラー対応件数

Ｒ５

６　特定妊婦対応件数

年　度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

報告第３８号
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報告第３９号  

「宇都宮市電子図書館」児童書読み放題パックの導入について 

「宇都宮市電子図書館」に新たに導入する，小中学生を対象とした多人数向け

コンテンツサービスである「読み放題パック」について，次のように報告する。 

令和７年６月２０日提出 

 

宇都宮市教育委員会 

教育長 小堀 茂雄  

  

別紙のとおり 
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「宇都宮市電子図書館」児童書読み放題パックの導入について 

 

◎ 趣旨 

  児童生徒用 1 人１台端末などのデジタル環境を活用した子どもの読書活動推進と電子

書籍貸出サービスの充実のため，「宇都宮市電子図書館」に小中学生を対象とした多人数

向けコンテンツサービスである児童書「読み放題パック」を導入することについて報告す

るもの 

 

１ 「宇都宮市電子図書館」について 

 ⑴ 経過と概要 

  ア 運用開始 令和５年４月１日～本格導入 （令和４年７月からトライアル実施） 

  イ 利用対象者 

    宇都宮市立図書館の利用カードを持っている，宇都宮市に在住・在勤・在学の人 

    ※ オンラインで申請可能 

    

 ⑵ これまでの実績（令和７年３月３１日現在） 

ア 利用登録者数    16,514 人 （うち 18 歳以下 2,739 人） 

イ 貸出回数（累計）  25,296 回 （令和６年度 11,019 回） 

ウ 公開タイトル数   1,478 点 （うち児童書３８６点） 

 

２ 児童書「読み放題パック」について 

 ⑴ 導入目的 

・ 中学生以上は，勉強や部活動などで，図書館への来館機会が減少するとともに読書

量が低下する傾向にあるため，中学校入学前の小学校高学年以上を対象とすることで，

読書習慣の定着を促進する。 

・ これまでの電子書籍は，図書館の紙の本と同様に貸出中の場合は読めなかったが，

貸出制限がない「読み放題パック」の導入により電子書籍貸出サービスの充実を図る。 

 

⑵ 内 容 

・ 出版社ごとに厳選された児童書がまとめて提供されているパック商品 

（子どもに人気の児童文学や，図鑑，小中学生向けの教養書など２１７点を予定） 

  ・ 同時アクセス数に制限がなく，いつでも，待たずに，何人でも読むことが可能 

  ・ 「宇都宮市電子図書館」の利用登録者は誰でも利用できるため，親子でも一緒に読 

むことが可能 

  ・ 市立小学校４年生から中学校３年生までの全員(約 26,000 人)に「読み放題パック」 

専用のログインＩＤを一斉配付 

※「読み放題パック」以外の電子書籍を借りたい場合は図書館利用カードが必要 

  ・ 教員や学校図書館司書の利用を促すため，各小中学校にもログインＩＤを配付 

  ・ 利用方法についてのマニュアルを作成し，ホームページ等に掲載 

  

⑶ サービス開始日 令和７年７月１日（火）から 

報告第３９号 

別    紙 
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【参考】児童書読み放題パック一覧 

No パック名 作品数 ジャンル 主要な対象 

1 
講談社「青い鳥文庫」（人気シリーズ作品） 100 小説 小学校高学年 

子どもに人気の児童文学のシリーズ作品から１・２冊を提供したパック 

2 
集英社「ジャンプジェイブックス」パック 25 小説 

小学校高学年～

中学生 

「SPY×FAMILY」「鬼滅の刃」など，人気漫画のノベライズ（小説化）作品のパック 

3 
GAKKEN 「自然科学」図鑑パック 22 自然科学 小学校高学年 

自然科学系図鑑のポケット版などのパック 

4 

筑摩書房 プリマ―新書パック 50 教養 中学生～ 

ヤングアダルト（中高生）向けに普遍的でベーシックなテーマを扱った各専門分野の 

入門書のパック 

5 

メイツユニバーサルコンテンツ 

中学生向け教養パック 
20 教養・実用 

小学校高学年～

中学生 

イラストや図を豊富に使用した読みやすい教養書・実用書のパック 

５パック 合計 ２１７作品  

https://web.d-library.jp/miyalib/g0101/top/ 

講談社 

「青い鳥文庫」 

(人気シリーズ作品) 

◎「LibrariE」搭載コンテンツ 

GAKKEN 

「自然科学」図鑑パック 

メイツユニバーサル 

コンテンツ 

中学生向け教養パック 
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＊＊ うつのみやこども賞とは ＊＊ 

小学校５・６年生の選定委員が１年間で４０冊の本を読み、その中から最も“友達にすすめたい本”を

選んで贈る賞です。いとうみくさんは、第３６回うつのみやこども賞『羊の告解』（静山社）の受賞に続き、

２度目の受賞となりました。 

第４１回うつのみやこども賞 

日時：令和 7 年 6 月 29 日（日） 
午後１時３０分～午後３時 

会場：宇都宮市立中央図書館 集会室 

内容：第１部 選定委員による表彰式 

第２部 いとうみくさん講演 

&片寄太一郎さん（講談社 担当編集者）との対談 

定員：先着３０名   

対象：宇都宮市に在住・通学・通勤の小学生から大人まで 
申込：令和 7 年 6 月７日（土）午前 10 時から 

     図書館ホームページのイベント予約フォームで受付 

 

【問い合わせ】中央図書館 ０２８‐６３６‐０２３１ 

【あらすじ】雪の降る夜、外で震えている幼い少女を交番に連れて行っ

た中学生３人。感謝状まで贈られた彼らは、少女が見せた抵抗に違和感

を抱いていた。少女を保護したことは、はたして「正義」だったのか…。 

 

受賞記念講演会 

 

 『真実の口』（講談社）  

いとう みく さん 
 

受賞作品  
 

令和６年度第４１回うつのみやこども賞に輝いた『真実の口』の著者、いとうみくさんを
お招きし、選定委員による表彰式といとうみくさんの講演会を開催します。 


